
 

県立音楽堂公演支援事業（追加募集）について 

 

                                       【公益財団法人いしかわ県民文化振興基金】 

 

  公益財団法人いしかわ県民文化振興基金では、みなさんの文化活動を支援するため、音

楽堂を利用して行う公演等に対して助成を行っております。助成対象や申請手続等は、次

のとおりです。 

 

１ 趣 旨 

   県民の文化活動を支援するため、音楽堂を利用して行う公演等に対し、使用料の助 

  成を行うこととし、県民の文化活動の活性化を図る。 

 

２ 助成対象事業 

    令和３年度中（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）に音楽堂で実施す 
る芸術・文化活動 

 

３ 助成対象 

     芸術・文化活動を行う県内の団体（営利を目的としない団体） 
   ※音楽教室など、月謝を受領し運営している団体は対象とは致しません。 

 

４ 助成対象経費 

     県立音楽堂で実施する公演及びリハーサル等に係るホール、楽屋等及び附属設備の 

  使用料。なお、会場設営料等、別途業者に支払う料金は、助成対象外とします。 

 

５ 助成金額 

     助成対象経費の１／２以内 

     （助成金額は１０万円以上、５０万円を限度とし、１万円未満の端数は、切り捨て 

     ます。） 

 
６ 申込期限提出書類 

     令和３年１２月２８日（火）（必着）までに助成要望書（様式第１号）を提出し 
て下さい。 

 

７ 書類提出及び問い合わせ先 

     公益財団法人 いしかわ県民文化振興基金 

     （石川県県民文化スポーツ部文化振興課内） 

    〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１丁目１番地 

       TEL：０７６－２２５－１３７１ 

       FAX：０７６－２２５－１４９６ 

 

８ その他 

（１）営利を目的としない団体が行う公演、文化活動等を助成対象とします。 

（２）同一団体への助成は１年度に１公演１回限りとします。 

（３）県の事業費助成やいしかわ県民文化振興基金の助成を受けている公演等は、原則と

して使用料助成の対象としません。 



 

申請事務手続等 

 

 

              
 

 

 

１ 助成を希望する団体は、助成要望書（様式第１号）を提出してください。 

  団体が、合同で開催する場合は、代表となる団体が助成申請等の事務手続を行ってく 

ださい。 

 

２ いしかわ県民文化振興基金は、提出いただいた助成要望書を審査し、助成の採否を通

知します。 

 

３ 助成の内示を受けた団体は、事業完了後、助成金交付申請兼実績報告書（様式第２号） 

及び請求書（様式第３号）を提出してください。 


